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令和２年度第３回上越市農業委員会総会 議事録 

 

日 時：令和 2年 11月 27日（金）午後 3時 45分～午後 3時 55分 

場 所：ユートピアくびき「希望館」第 3会議室 

 

１ 出席委員 

＜農業委員＞ 

   1番 小山 一成     9番 大滝 正秋   17番  岩崎 欣一 

2番 五十嵐 隆一   10番  滝沢 記一   18番 長瀬 一成 

   3番 佐藤 清繁    11番  金子 昭榮   19番  上野 栄一 

 4番 吉村 清正    12番  上原 孝    20番 竹原 よし子 

5番 岸田 健     13番 五十嵐 彰   21番  望月 博 

6番 古川 政繁     14番 清水     22番 山本 誠信 

7番 篠宮 英樹    15番  牧繪 雄一郎  23番  久保埜 德雄 

8番 竹内 浩行    16番 折笠 正勝   24番 笠原 浩一 

 

  ＜農地利用最適化推進委員＞ 

    森橋 孝一    加藤 俊彦    髙島 信雄    倉石 洋一 

    髙島 真一    藤井 敏行    笠原 行夫    中嶋 栄司 

平野 宏一    齊藤 啓治    小林 政秋    青田 俊一 

    井部 慎一    髙橋 三登一   田邊 清一    金井 薫 

中川 正道    宮川 武彦    長井 恒夫    小池 孝志 

細谷 正夫    大島 伸一    常山 哲夫    清水 増彦 

小林 正義    綿貫 一成    福原 弥     髙橋 浩一 

髙宮 文男    松本 香 

 

２ 欠席委員 

＜農業委員＞ 

   なし 

 

  ＜農地利用最適化推進委員＞ 

    白滝 光彦    髙波 澄男    田鹿 敏行    米川 尚登 

    上井 康二 

 

３ 職務のため出席した事務局職員 

  ＜農業委員会事務局＞ 事務局長 坂井 晃    次 長  松縄 浩一   

係 長  羽深 元子   係 長  久保埜 修 

  ＜安 塚 区 駐 在 室＞ 班 長  南雲 勇一 
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  ＜浦川原区駐在室＞ 副主任  江村 秀幸 

  ＜大 島 区 駐 在 室＞ 主 事  中村 駿 

  ＜牧 区 駐 在 室＞ 副主任  井田 義之 

  ＜柿 崎 区 駐 在 室＞ 副主任  佐野 謙一 

  ＜大 潟 区 駐 在 室＞ 班 長  佐藤 憲司 

  ＜吉 川 区 駐 在 室＞ 副主任  諏訪部 太 

  ＜中 郷 区 駐 在 室＞ 主 任  相葉 博昭 

  ＜板 倉 区 駐 在 室＞ 副主任  上原 敏明 

  ＜清 里 区 駐 在 室＞ 副主任  近藤 宏一 

  ＜三 和 区 駐 在 室＞ 主 任  上田 良広 

  ＜名 立 区 駐 在 室＞ 次 長  山田 幸江 

 

４ 付議した案件 

＜議  事＞ 

  議案第１号 上越市農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

５ 会  議 

＜１ 開  会＞ 

【事務局長】 令和 2年度第 3回上越市農業委員会総会を開催します。 

総会の次第に従って進めます。 

 

＜２ 会長あいさつ＞ 

【事務局長】 会長があいさつします。 

 

 【会  長】 ≪あいさつ≫ 

 

【事務局長】 ここからは、上越市農業委員会会議規則第 5条の規定により、会長が

議事を進めます。 

 

 ＜３ 資格審査＞ 

【議  長】 次第 3 資格審査です。 

在任委員数 24名中、出席委員が 24名であり、過半を超えていること

から、会議規則第 7条の規定により、本総会は成立します。 

       なお、農地利用最適化推進委員は 35名中 30名が出席しています。 

 

 ＜４ 議事録署名委員の指名＞ 

【議  長】 次第 4 議事録署名委員の指名ですが、会議規則第 14条の規定により

私から指名します。 
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議席番号 3 番 佐藤清繁委員、議席番号 22 番 山本誠信委員を指名

します。 

 

 ＜５ 憲章唱和＞ 

【議  長】 次第 5 憲章唱和は、先ほどの農地部会で唱和していますので省略し

ます。 

 

 ＜６ 議  事＞ 

【議  長】 次第 6 議事に移ります。 

議案第 1号「上越市農地利用最適化推進委員の委嘱について」を上程

します。 

        事務局の説明を求めます。 

 

【事務局長】 議案書の 2ページをご覧ください。 

「農業委員会等に関する法律」第 17 条第 1 項の規定により、農地利

用最適化推進委員は農業委員会が委嘱します。 

今回、吉川区を担当する推進委員の欠員募集を行ったところ、吉川区

町内会長連絡協議会から吉川区泉にお住まいの中嶋琢郎氏の推薦があ

りました。 

        要綱により、11 月 18 日に運営委員会から成る評価委員会で中嶋さん

を評価し、候補者として適当との評価となったことから、委嘱について

上程するものです。 

        説明は以上です。 

 

【議  長】 ただ今、事務局から説明がありました。 

意見、質問のある方はお願いします。 

         

≪しばらく待つが質問等なし≫ 

 

 【議  長】 それでは、質問等がありませんので、採決します。 

中嶋琢郎氏を農地利用最適化推進委員に委嘱することに異議ありま

せんか。 

 

        ≪「異議なし」の声あり≫ 

 

 【議  長】 異議なしと認めます。よって、中嶋琢郎氏を農地利用最適化推進委

員として委嘱することに決定します。 
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次に、次第 7のその他に移ります。 

事務局から何かありますか。 

 

 【事務局長】 報告を一点、お願いします。 

        先日、新潟県農業会議の永年勤続表彰があり、当委員会の関係では 9

名の方が表彰されました。このうち、現委員では、古川会長と金子委員

のお二人が委員として三期を継続して務められた、ということで表彰さ

れました。 

報告は以上です。 

 

 【議  長】 事務局からは以上のようですが、皆さんから何かありますか。 

 

        ≪しばらく待つが特になし≫ 

 

【議  長】 それでは、何もないようですので、以上で総会を終了します。 

 

 


